
【2026年調剤報酬改定対応】
複雑な調剤ベースアップ評価料」の賃金設計・申請手
続きを完全サポート！
～薬剤師×社労士が、リスクを回避し「攻めの経営」を支援致します～

令和8年（2026年）に新設された「調剤ベースアップ評価料」は、現
場スタッフの継続的な処遇改善と人材確保に不可欠な制度です。
しかし、その運用には厳格なルールが伴います。

対象者と対象外（40歳以上の薬剤師等）の厳密な区分、店舗販売業
併設時の複雑な按分計算、評価料の全額充当義務、そして毎年8月の
緻密な実績報告など、実務担当者の負担とコンプライアンスリスク
は甚大です。万が一運用を誤ると、適時調査（個別指導）等の優先
対象となる恐れもあります。

そんな薬局経営者様のお悩みを、医療現場に特化した社会保険労務
士事務所「メディカルユナイトラボ」が丸ごと解決いたします！

料金、条件等の詳細は裏面へ

導入メリット

メリット1：御社の状況に応じた「合理的な傾斜配分」のご提案
現場を知る「薬剤師」×労務のプロ「社労士」の視点から、単なる一律の
ベースアップではなく、勤務時間や職種による職員の方への合理的な傾斜配
分をご提案いたします。スタッフの納得感とモチベーション向上に繋がる、
戦略的な賃金設計を実現します。

メリット2：適切な「節税対策・社会保険料対策」に寄与
給与の引き上げだけでなく、「中小企業退職金共済制度（中退共）」等を活
用した賃金設計をご提案します。これにより、スタッフの処遇・退職金制度
の充実を図りつつ、薬局様にとっては適切な節税対策および社会保険料対策
となる、無駄のない「攻めの経営」が可能になります。

メリット3：毎年必須となる「8月の定期報告」も確実に対応
初回の届出だけでなく、毎年8月に提出が義務付けられている「賃金改善実
績報告書」や「賃金改善中間報告書」の緻密な計算と作成・提出まで、責任
を持って一貫サポートいたします。

サービス内容：
調剤ベースアップ評価料 申請・運用代行パッケージ
・現状の給与体系の分析と最適な賃金改善プラン（傾斜配分・中退共の活用等）の設計
・対象職員の正確な切り分け、および必要に応じた按分計算の実施
・管轄の地方厚生（支）局への初回届出の作成・申請代行
・就業規則等の見直しアドバイス、対象職員への周知・説明サポート
・毎年8月の定期報告（実績報告書・中間報告書）の作成・申請代行



ご契約・お手続きにあたっての条件

正確な現状分析と適法かつ効果的な賃金設計を行うため、
本サービスをご利用の際は、対象職員の前年度３月からの給与明細及び賞与明
細、処方箋枚数等の情報をご提供いただきます。

また、ベースアップ評価料の設計に伴う「就業規則」及び「賃金規程」の改定
等は本プランに含まれません。あらかじめご了承ください。

料金プラン

対象職員数に応じた分かりやすい料金設定です。
毎年の報告義務もカバーした安心の年額パッケージとなります。

10名まで：55,000円/年 （4,583円/月)
20名まで：110,000円/年（9,166円/月)
30名まで：150,000円/年（12,500円/月）
40名まで：200,000円/年（16,666円/月）
50名まで：250,000円/年（20,833円/月）
50名以上：要相談

※対象職員数には、事業主、開設者、管理者、40歳以上の薬剤師、業務委託に
より勤務する者、調剤業務に直接従事しない管理的業務に専従する者（本部職
員等）は含みません。
※別途、顧問契約プランもございます。顧問契約プランには上記手数料も含め
た契約となります。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ・無料相談

制度を安全かつ最大限に活用し、適法な賃金設計と確実な報告体制を構築する
ためにも、まずは労務の専門家である社会保険労務士へ早期にご相談ください。
個別のご相談等は無料で承ります。

※現在、社会保険労務士とのご契約をされている方でも担当分野が
異なりますので、ご遠慮なく是非ご相談ください。

〒802-0985

福岡県北九州市小倉南区志井3-3-5

TEL ：080-5207-5500  /  093-600-4039

Email  ：medical.unite.labo@gmail.com

HP  ：https://medical-unite-lab.com

検索

全国社会保険労務士会連合会（第42230014号）
公益社団法人 日本薬剤師会（第1704214号）
一般社団法人 日本医療経営実践協会（第24010019090222号）
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